
令和３年度

第３回高知県農業経営・生産対策等に関する第三者委員会 次第

令和 4年 2月 15日 13:30～15:30
オンラインにて開催

１ 開会 （ １３：３０～ ）

農業政策課長挨拶

２ 議事

（１）環境保全型農業直接支払の活動事例について（介良沖ノ丸地区）

（ １３：３５～ ）

内容説明：環境農業推進課

（２）多面的機能支払の活動事例について（高知市東部環境保全の会）

（ １４：１５～ ）

内容説明：農業政策課

（３）農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）の概要及び推進方針について

（ １４：５５～ ）

内容説明：農業政策課

３ 閉会 （ １５：３０～ ）
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環境保全型農業直接支払の活動事例について

（介良沖ノ丸地区）

環境農業推進課

資料１



※ 本制度は予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。
申請額の全国合計が予算額を上回った場合、交付額が減額されることがあります。

地域で環境にやさしい農業に

取り組むみなさまへ

日本型直接支払制度のうち

環境保全型農業直接支払交付金
令和

３年度

営農活動を通じて、地域内の生物を守ろう！

みんなで環境にやさしい農業をやってみよう！

化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組と
合わせて行う、地球温暖化防止や生物多様性保全等に
効果の高い営農活動を支援します。



複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた方々に

よって構成される任意組織が対象になります。
農業者の組織する団体（以下「農業者団体」といいます。）は、代表者、組織の
規約を定めるとともに、組織としての口座を開設してください。

農業者団体の構成員、又は一定の条件を満たす農業者が環境保全型農業直接支払
交付金の支援の対象となるには、以下の要件を満たす必要があります。

▶ 主作物について販売することを目的に生産を行っていること

▶ 国際水準GAPを実施していること※

▶ 環境保全型農業の取組を広げる活動（技術向上や理解促進に係る活動等。
以下「推進活動」といいます。）に取り組むこと

▶ 集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者

▶ 環境保全型農業を志向する他の農業者と連携して、環境保全型農業の拡大を
目指す取組を行う農業者

▶ 複数の農業者で構成される法人（農業協同組合を除く）

「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農業の持続的
発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るために、環境保全に効果の
高い営農活動に対して支援を行います。
※ 本事業の申請受付事務や交付金の負担を行うことが難しい市町村もあるため、

農地の所在する市町村に、あらかじめ本事業の申請が可能かどうかをお尋ねください。

※ 詳しくは、パンフレット「環境保全型農業直接支払交付金では「国際水準GAPの実施」を
交付要件としています」をご覧ください。

環境保全型農業直接支払交付金について

対象者（申請主体）

支援の対象となる農業者の要件

① 農業者の組織する団体

② 一定の条件を満たす農業者

＜農業者団体の例＞

農業者 は、環境直払の対象活動に取り組む農業者

環境保全型農業を推進する任意の

グループ、農協の生産者部会 等

農業者 農業者

農業者 農業者

同一団体内に､環境保全型農業直接支払交付金（以下､環境直払）の対象活動に取り組む農業者が２名以上いることが必要です。

単独で事業を実施しようとする農業者（個人･法人）は、以下のいずれかの条件に
該当するとともに、市町村が特に認める場合に対象になります。

農業者 農業者

農業者 農業者以外

多面的機能支払の活動組織、

中山間地域等直接支払の集落 等

は、環境直払の対象活動に取り組んでいない農業者

Ｚ

農業者

農業者

農業者

【令和４年度事業までの要件】



全国共通取組 交付単価
（国と地方の合計）

有
機
農
業

そば等雑穀、飼料作物以外 12,000円/10a

このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り ※１ 、
2,000円を加算。

そば等雑穀、飼料作物 3,000円/10a

堆肥の施用 ※２ 4,400円/10a

カバークロップ 6,000円/10a

リビングマルチ
（うち、小麦・大麦等）

5,400円/10a

草生栽培 5,000円/10a

不耕起播種 ※３ 3,000円/10a

長期中干し ※4 800円/10a

秋耕 ※4 800円/10a

化学肥料･化学合成農薬の使用を都道府県の慣行レベルから原則５割以上低減する

取組と合わせて行う以下の対象取組に対して支援を行います。

配分に当たっては、全国共通取組が優先されます。

本制度は予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。
申請額の全国合計が予算額を上回った場合、交付額が減額されることがあります。

!

※１ 「炭素貯留効果の高い有機農業」を選択する場合、土壌診断を実施するとともに、堆肥の
施用、カバークロップ、リビングマルチ、草生栽培のいずれかの取組を行っていただきます。

※２ 堆肥の施用とは「炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用」のことをいいます。
都道府県によって交付単価が異なる場合がありますので、都道府県、市町村にご確認ください。

※３ 対象作物は、麦（小麦、二条麦、六条大麦及びはだか麦）、大豆です。

※４ 対象作物は、水稲です。

地域特認取組 交付単価
（国と地方の合計）

地域特認取組 ※5

地域の環境や農業の実態等を勘案した上で、都道府県が
申請を行い、地域を限定して支援の対象とする取組

都道府県が設定

（3,200円/10a）

※５ 対象取組や交付単価は、都道府県により異なります。詳細は、都道府県､市町村にご確認ください。

【地球温暖化防止】
農地に還元された堆肥やカバークロップの一部が土壌有機炭素となり、
土壌中に貯留され、地球温暖化防止に貢献します。

【生物多様性保全】
化学肥料・化学合成農薬を使用しない有機農業や、農薬の削減と組み
合わせて水管理などを行うことによって、様々な生物を地域で育み、
生物多様性保全に貢献します。

取組の環境保全効果の例

支援の内容

堆肥の施用

有機農業

前作の畝を利用し、畝の播種部分のみ
耕起する専用播種機により播種を行う取組

14日以上の中干しを実施する取組

主作物の収穫後（秋季）に耕うんをする取組



営農活動実績報告書の提出

実施状況報告書等の提出

地域 お問い合わせ先 電話番号 地域 お問い合わせ先 電話番号

北海道 北海道農政事務所 生産支援課 011-330-8807 近畿 近畿農政局 生産技術環境課 075-414-9722

東北 東北農政局 生産技術環境課 022-221-6214 中国四国 中国四国農政局 生産技術環境課 086-230-4249

関東 関東農政局 生産技術環境課 048-740-0439 九州 九州農政局 生産技術環境課 096-211-9111

北陸 北陸農政局 生産技術環境課 076-232-4131 沖縄 沖縄総合事務局 生産振興課 098-866-1653

東海 東海農政局 生産技術環境課 052-746-1313 農林水産省 生産局 農業環境対策課 03-6744-0499

環境保全型農業直接支払交付金の要綱・要領、申請様式、詳しいパンフレットなどはホームページ
（ https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/kakyou_chokubarai/mainp.html ）に掲載しています。

また、取組を行う上での詳細な要件などは、取組を行う農地が所在する市町村にご確認ください。

農業者団体の構成員が取り組む対象活動※1の合計面積や推進活動の計画を記載し、
市町村から事業計画の認定を受けてください。

前回の計画認定が平成2８年度の場合、令和３年度に改めて計画の認定を受けてください。

平成2９年度から令和２年度の間に計画の認定を受けている場合、認定された計画の内容に
変更があれば、市町村に計画変更の申請又は届出※2を行ってください。

［令和４年１月末日まで］

［令和４年４月末まで］

［市町村が定める日まで］

交付金の交付を受けるために交付を受ける予定の金額等を記載して提出してください。

農業者団体の構成員ごとに取り組んだ面積や国際水準GAPの実施内容、農業者団体として
取り組んだ推進活動を記載して、生産記録等の必要書類をまとめて提出してください。
※ 令和４年３月末までに取組が終わる予定のものも提出してください。

交付金の使いみち等を記載して提出してください。

実施状況報告書からの変更内容を記載して提出してください。
※ 実施状況報告書の提出の時点で対象活動等を実施済みであり、報告内容に変更がない場合、

営農活動実績報告書の提出を省略することができます。

［市町村が定める日まで］

※1 化学肥料・化学合成農薬を地域の慣行レベルから原則５割以上低減する取組と対象取組を合わせて
「対象活動」といいます。

※2 変更する内容により手続きが異なります。

＜対象活動、推進活動の実施＞

＜国際水準GAPの実施＞

都道府県や市町村が取組内容を確認後、交付金が支払われます。

お問い合わせ先

５年間の事業計画、営農活動計画書の提出･認定

交付申請書の提出【毎年度】

実績報告書の提出

［令和３年６月末まで］

農業者団体等が行う申請手続の流れ

カバークロップの作付け、堆肥の施用、有機農業の取組等の
対象活動及び推進活動を実施してください。

上記活動と併せて、国際水準GAPの取組を実施してください。
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令和３年度 環境直払第三者委員会説明資料

介良沖ノ丸環境保全の会について

1．団体の概要

設立年：平成 19 年

構成員数：67人（代表：1人、副代表：1人、書記：1人、運営委員：8人、会計：1人、監査：2人）

２．活動のきっかけ

介良地区では、①生産者の高齢化や後継者不足対策、②農業に誇りを持って取り組める地域環境づくり、

③自然豊かな地域を次世代へ引き継ぐこと、④地域の伝統農業を後生へ継承しつつ新しい取組へ挑戦する

こと等を目的に、平成 19 年に将来の農業を見据えて有志が結束し、「介良沖ノ丸環境保全の会」を発足さ

せ、また翌 20 年には「介良沖ノ丸環境保全農業組合」を設立し、連携して 10年以上活動を続けている。

３．取組の具体的内容及び成果（効果）

○農業を通じた「農育」、「食育」

小学生を対象として、農作業体験（水稲、ジャガイモ）や水田の生き物観察を実施し、農業を通じた食

育活動及び自然の大切さや環境保全についての理解を深める活動に取り組んでいる。また、「高知ファイテ

ィングドッグス」や地域住民等が参加する農作業イベントや収穫祭を開催し、児童が農業を通じて収穫の

喜びを感じ、楽しい思い出を作る機会を設けている。

○持続可能な農業を目指して

低湿地帯で、白鷺をはじめとした水鳥が多く集まる地域であった介良地区の、豊かな生態系を守ること

を目指し、平成 24年から環境保全型農業直接支払制度を活用して、40ha 以上の面積で冬期湛水管理に取

り組んでいる。また多面的機能の増進に向けて、地元の消防団等と水路や畦地の清掃活動を行い、景観美

化を目的として、若い女性や母親と一緒に地域へ花を植える取り組みを実施している。

○伝統の二期作を次代へ

「二期作発祥の地」とも言われる介良地区では、100年以上続く二期作の伝統や技術を後世に伝えたい

という思いから、構成員数名が現在も二期作を続けている。また収穫した二期作米は、ゲームキャラとの

コラボ商品「テラバトル米：ハルヒカリ」と銘打って販売したことで、普段農業に関わりのない多様な人々

から注目されることとなった。

４．活動実績

項 目 単位 H26 年度 H27年度 H28 年度 H29 年度 H30年度
R元年度

（見込み）

大豆の売上高
円 79,500 127,300 89,100

解説： 学校給食用の売り上げ

ジャガイモの

売上高

円 256,410 65,451 63,280 23,506 49,470 49,470

解説： 学校給食用の売り上げ

米の売上高
円 852,210 1,117,620 1,146,960 934,180 943,600 1,053,000

解説： 学校給食用の売り上げ

農業体験学習

参加者人数

人 260 260 250 240 248 248

解説：毎年実施しているジャガイモ定植・収穫体験、水稲田植え、刈り取り体験の参加者数

環境保全型農業直

接支払交付金

交付対象面積

a 4,596 4,997 4,107 4,085 4,347 4,347

解説：冬期湛水管理と化学肥料・農薬5割低減の取組実施面積
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５．活動の主な変遷

初年度 H26 年度 H27年度 H28 年度 H29年度 H30 年度
R元年度

（見込み）

平成 19 年「介

良沖ノ丸環境

保全の会」発足

学校給食用に

ジャガイモ、大

豆の栽培を開

始し、酒米の試

験栽培も実施

中間管理事業

モデル地区に

選定される

FOAS（地下水

制御装置）導入

大豆フクユタ

カの種苗登録

業者に

関係機関と連

携した新作ゲ

ーム「テラウォ

ーズ」とのコラ

ボ米作り

GAPの取組

開始

多面的機能

発揮促進事

業表彰

酒米新品種の

試験栽培開始

国際農林水産

業研究センタ

ーと再生稲試

験で連携

６．今後の展開方向

今後は農地の基盤整備を行いながら、優良農地を次世代へ引き継ぎ、教育機関と連携した農作業体験や

伝統文化の継承、環境保全効果の高い営農活動といった取組の継続・拡大を目指していく。また、生産管

理の統一化を図ることで、販売力の強化並びに共同購入などに取り組み、資材費の低減にも務めながら経

営力の強化を行っていく。

７．活動状況

（ 高知ファイティングドッグスの選手と田植え ） （ 小学生と一緒に稲刈り ）

（ 介良沖ノ丸の水田を訪れる白鷺 ） （ 地域住民と共同で行う水路での清掃活動 ）
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（ 二期作米「ハルヒカリ」の収穫 ） （ ゲームイベントでインタビュー中の当会代表 ）

８．表彰等の受賞歴

表彰名等（受賞年度） 主催者

平成 30年度多面的機能発揮促進事業中国四国農政局長表彰

環境保全型農業直接支払の部

中国四国農政局

９．活動に関するＰＲ・エピソード

「介良沖ノ丸環境保全の会」は、稲作の継承に向け、上記以外にも加工品の生産や雇用機会の拡大、学

校給食への食材提供、販路開拓やゲーム、酒造業界の異業連携等に取り組む中で、「白鷺米」としてのブラ

ンドを確立している。「白鷺米」の生産販売活動を通じて、県内外の

人々との交流に留まらず、豊かな大地と自然を次世代へ引き継ぐ取

り組みをしている。

また同会は昨年から国際水準GAP も実践しており、「農業者、消

費者、環境にとって Good な農業」に向けて食品安全、環境保全、

労働安全、人権保護、農場経営管理に取り組んでいる。



令和３年度
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（高知市東部環境保全の会）

農業政策課
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高知市東部環境保全の会の概要

　○活動区域

　　高知市高須、五台山地区

　○保全管理する農用地、施設

　　・協定農用地　　　　　　　 ９，３７５ａ（田：８，７１８ａ、畑：６５７a）　

　　・交付金対象農用地　　　 ９，３７５ａ（田：８，７１８ａ、畑：６５７a）　

      ・農業用施設　　　　　　　 開水路：１６．８ｋｍ、パイプライン：８．１ｋｍ、農道：９．７ｋｍ

　○地域の概要

　　　本地区は、屋頭、長江、高須大島、高須大谷の４集落で構成され、水稲や施設園芸等を中心とした営農が行われている。
　　　 また、農業用用排水路は、高知市東部土地改良区が中心となって管理しているが、組合員の高齢化や後継者不足が進み、
       今後の維持管理に不安を持っていた。　
　　　このため、地域で活動している各自治会、JA青壮年部、消防団等と連携して、平成19年度から農地・水保全管理支払
　　 交付金に取り組み、集落ぐるみで保全管理する体制作りや地域環境の保全を図るとともに、農業用施設の長寿命化の活動
　　 にも取り組んでいる。

　○活動期間

　　・農地維持支払交付金　　　　　　　　　平成19年度～令和５年度

　　・資源向上支払交付金（共同）               平成19年度～令和５年度

　　・資源向上支払交付金（長寿命化）　　　平成23年度～令和５年度

　○活動組織の構成員

　　・農業者　　１９９名

　　・団　体　　 高須長江自治会、高須屋頭自治会、高須大島自治会、高須大谷自治会、高須・五台山土木委員会、高知市東

 　　 部土地改良区、JA高知市東部青壮年部、高知市消防高須分団、高知大学農学部
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五台山

絶海池

高須小学校

国道32号線

2



○　農用地、水路等の草刈り

地元間伐材を使用し木柵を整備

主な取り組み内容

○　水路の泥上げ ○　農道の砂利補充 ○破損施設の補修（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
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○　絶海池の清掃活動

作業前打合せ 近隣工事業者の参加

清掃活動

看板設置
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○　小学校との連携による体験学習

①　コスモス 稲刈り後、農地の除草・耕転作業

小学生のコスモス播種（１年生）

コスモス開花約２ヶ月後

注意看板設置コスモス種取り後処理（耕転）

コスモス畑（約１２ｈａ）

5



○　小学校との連携による体験学習

②　田植え体験（５年生）

③　たまねぎ定植・収穫（１，２年生）

④　発表会・感想文

田植え体験 稲刈り体験もみまき体験
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○　花壇の整備

7



○　現在実施中の長寿命化工事（農道の舗装　2022.2.9）

8
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令和３年度

第３回高知県農業経営・生産対策等に関する第三者委員会

配布資料

農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）の

概要及び推進方針について

農業政策課

資料３



農村地域づくり事業体（農村ＲＭＯ）※

農村ＲＭＯのイメージ

総
務
部

⽣
活
部

交
流
部

産
業
部

資
源
部

⾃治会・町内会
婦⼈会・ＰＴＡ
社会福祉協議会
など

事務局

協議機能
①農林地保全等事業（地域資源の適正管理）

・⽔路の草刈り・泥上げ、農道等
インフラ補修、農地の⼀元的管理、
農村景観の保全等

②地域資源活⽤事業（⽣産補完、農業振興）
・特産物⽣産、直売所、農産物加⼯販売、

農家レストラン、体験交流事業、直売所
を核としたスマートフードチェーン

（域内経済循環による所得創出）等
③農⼭漁村⽣活⽀援事業（⽣活扶助）

・買い物⽀援、移動⽀援、⾼齢者福祉
（声かけ、⾒守り）、⼦育⽀援
（⼀時預かり）等

※ 地域運営組織が展開する活動は多種多様であり、法⼈格を持たない任意団体（⾃治会・町内会、⾃治会等の連合組織など）をはじめ、NPO法⼈、
認可地縁団体、⼀般社団法⼈、株式会社、合同会社など多様な法⼈制度を活⽤。

集落協定
集落営農
農業法⼈
など

（⼩学校区程度のエリア）
事業の実施実⾏機能協議会（総会）

①農地周辺・林地の草刈り作業

②直売所を核とした域内経済循環

③集荷作業と併せた買い物⽀援

地域の存続に向けて普段から組織的に活動を⾏って
いる農業者を⺟体とした組織を形成

中⼭間地域等直接⽀払、多⾯的機能⽀払による共同活動、組織的活動の下地

Ａ
集
落
協
定

Ｂ
集
落
協
定

Ｃ
集
落

Ｄ
集
落
協
定

Ｅ
集
落
協
定

Ｆ
集
落
営
農

Ｇ
農
業
法
⼈

Ｈ
農
業
法
⼈

複数の集落による集落協定や農業法⼈など農業者を⺟体とした組織と、⾃治会、社会福祉協議会など多様な地域の
関係者とが連携して協議会を設⽴し、農村ＲＭＯの活動の基本となる農林地等の保全、地域資源の活⽤、農⼭漁村の
⽣活⽀援に係る将来ビジョンを策定し、これ基づき各事業を実施。

中⼭間地域等直截⽀払の対象集落

多⾯的機能⽀払の対象集落広域化
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．農村ＲＭＯモデル形成支援
地域協議会等が作成する将来ビジョンに基づく農用地保全、地域資源活用、生

活支援にかかる調査、計画作成、実証事業等の取組を支援します。
【事業期間：上限３年間、交付率：定額】

２．農村ＲＭＯ伴走支援体制の構築
農村ＲＭＯ形成を効率的に進めるため、中間支援組織の育成等を通じた都道

府県単位における伴走支援体制の構築や、各地域の取組に関する情報・知見の蓄
積・共有、研修等を行う全国プラットフォームの整備に対して支援します。

［お問い合わせ先］農村振興局地域振興課（03-3501-8359）

【令和４年度予算概算決定額 9,752（9,805）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
中山間地域において、複数の農村集落の機能を補完する「農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）」の形成により地域で支え合うむらづくりを推進するため、

農村ＲＭＯを目指してむらづくり協議会等が行う実証事業等の取組や協議会の伴走者となる中間支援組織の育成等の取組に対する支援を実施します。

＜事業目標＞
農用地保全に取り組む地域運営組織（100地区［令和８年度まで］）

農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ：Region Management Organization）
複数の集落の機能を補完して、農用地保全活動や農業を核とした経済活動と併せて、生
活支援等地域コミュニティの維持に資する取組を行う組織

＜事業の流れ＞

定額

国
地域協議会

定額

定額

都道府県 （１の事業）

都道府県、民間団体 （２の事業）

農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）形成推進事業

【支援対象】
・調査・分析
・計画作成
・実証事業 等

ワークショップ 研修会 先進地視察

全国プラットフォーム

中間支
援組織

地域

中間支
援組織

地域 地域 地域

農村ＲＭＯモデル形成支援

農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）のイメージ

農用地の保全、農業生産

自治会・町内会
婦人会・ＰＴＡ
社会福祉協議会など

集落協定、集落営農
農業法人
など

○○むらづくり協議会

集落
協定

総
務
部

生
活
部

交
流
部

産
業
部

資
源
部

集落
協定

集落
協定

集落
集落
営農

農業
法人

Ａ集落 Ｂ集落 Ｃ集落 Ｄ集落Ｅ集落 Ｆ集落

●複数の集落による集落協定等と自治会など多様な地域
の関係者が連携して協議会を設立

●地域の話合いにより、農用地の保全、地域資源の活用、
農村の生活支援に係る将来ビジョンの策定

【事業対象分野】
地域資源活用 生活支援農用地保全

集荷作業と併せた買い物支援農地周辺・林地の草刈り作業 直売所を核とした域内経済循環

農村ＲＭＯ伴走支援体制の構築

66ー２ 農山漁村振興交付金のうち

農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）形成推進事業



【令和４年度予算概算決定額 26,100（26,100）百万円】

＜対策のポイント＞
中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正することにより、将来に向けて農業生産活動を維持するための活動を支援します。

＜事業目標＞
耕作放棄を防止し、中山間地域等の農用地7.5万haの減少を防止［令和６年度まで］

69ー２ 日本型直接支払のうち

中山間地域等直接支払交付金

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．中山間地域等直接支払交付金 25,800（25,900）百万円

① 農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を
維持・管理していくための取決め（協定）を締結し、それにしたがって農業生産活
動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付します。

② 令和４年度の拡充事項

棚田地域振興活動加算を受ける農地のうち超急傾斜農地を対象に、
「超急傾斜地棚田加算」を新設。

２．中山間地域等直接支払推進交付金 300（200）百万円

制度の適正かつ円滑な実施に向けた都道府県、市町村等の推進体制を強化します。

「農業生産活動等を継続するための活動」のみを行う場合は交付単価の８割（基礎単価）、これに加えて
「集落戦略の作成」を行う場合は交付単価の10割を交付（体制整備単価）

国 市町村都道府県 農業者等
定額

＜事業の流れ＞
定額 定額

10m

0.5m

田：急傾斜
（傾斜：1/20）

21,000円/10a

地目 区分
交付単価
（円/10a）

田
急傾斜（1/20～） 21,000

緩傾斜（1/100～） 8,000

畑
急傾斜（15度～） 11,500

緩傾斜（８度～） 3,500

畑：急傾斜
（傾斜：15度）

11,500円/10a

2.7m

10m

【主な交付単価】

【対象地域】中山間地域等
（地域振興８法と棚田法等指定地域及び知事が定める特認地域）

【対 象 者】集落協定又は個別協定に基づき５年以上継続して耕作を行う農業者等

【加算措置】

① 農業生産活動等を継続するための活動（耕作放棄の発生防止、水路・農道の管理活動等）
② 農業生産活動等の体制整備のための取組（集落戦略の作成）

【集落協定等に基づく活動】

［お問い合わせ先］農村振興局地域振興課（03-3501-8359）

加算項目（取組目標の設定・達成が必要） 10a当たり単価

棚田地域振興活動加算

棚田地域振興法に基づく認定棚田地域振興活動計画の対象棚田等
（田1/20以上、畑15度以上）の保全と地域の振興を支援
〔超急傾斜農地管理加算、集落機能強化加算、生産性向上加算との重複は不可〕

10,000円
（田・畑）

棚田地域振興活動加算を受ける農地のうち超急傾斜農地
（田1/10以上、畑20度以上）
〔超急傾斜農地管理加算、集落機能強化加算、生産性向上加算との重複は不可〕

14,000円
（田・畑）

超急傾斜農地保全管理加算

超急傾斜農地（田1/10以上、畑20度以上）の保全や有効活用を支援

6,000円
（田・畑）

集落協定広域化加算 【上限額：200万円/年】

広域で集落協定を締結し、将来の集落維持に向けた活動を支援

3,000円
(地目にかかわらず)

集落機能強化加算 【上限額：200万円/年】

新たな人材の確保、営農以外の組織との連携体制の構築等の取組を支援

生産性向上加算 【上限額：200万円/年】

農地の集積・集約や所得向上、省力化技術の導入等の取組を支援

※ 本制度は、予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。申請額の全国合計が予算額を上回った
場合、交付金が減額されることがあります。
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